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   京田辺市都市公園条例の一部改正について 

 

 京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
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 （提案理由） 

 本件は、田辺公園パデルコート整備を行うに当たり、有料公園施設にパデル

コートの使用料等に係る規定を追加することに伴い、所要の改正を行うため、

提案するものである。  

 

 

 

 



京田辺市条例第  号 

 

   京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例（案） 

 

 京田辺市都市公園条例（昭和５２年京田辺市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第１３条第２項第１号ア中「テニスコート」の次に「、パデルコート」を加

える。 

 別表第２第３号アの表中 

「   

田辺公

園 

野球場 １面 ２時間 平日（昼間） ２,４００

平日（夜間） ３,９００

土・日・休日（昼間） ３,６００

土・日・休日（夜間） ５,１００

野球場本

部席 

１室 全日 ５００

テニスコ

ート 

１面 平日（昼間） １,３２０

平日（夜間） １,８２０

土・日・休日（昼間） １,６５０

土・日・休日（夜間） ２,１５０

多目的運

動広場 

全面 平日 ５００

土・日・休日 ７００

１／２ 平日 ２５０

土・日・休日 ３５０

                                  」 

を 

「 

田辺公 野球場 １面 ２時間 平日（昼間） ２,４００



園 平日（夜間） ３,９００

土・日・休日（昼間） ３,６００

土・日・休日（夜間） ５,１００

野球場本

部席 

１室 全日 ５００

テニスコ

ート 

１面 平日（昼間） １,３２０

平日（夜間） １,８２０

土・日・休日（昼間） １,６５０

土・日・休日（夜間） ２,１５０

パデルコ

ート 

１面 平日（昼間） １,７６０

平日（夜間） ２,２６０

土・日・休日（昼間） ２,２００

土・日・休日（夜間） ２,７００

多目的運

動広場 

全面 平日 ５００

土・日・休日 ７００

１／２ 平日 ２５０

土・日・休日 ３５０

                                  」 

に改める。 

別表第２備考第６号中「及びテニスコート」を「、テニスコート及びパデル

コート」に改める。 

別表第３中 

「  

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区域管理棟多目的室 
 



田辺公園拡張整備区域芝生広場 

田辺公園拡張整備区域砂場 

防賀川公園第１コート・第２コート 
                     」 

を 

「  

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

パデルコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区域管理棟多目的室 

田辺公園拡張整備区域芝生広場 

田辺公園拡張整備区域砂場 

防賀川公園第１コート・第２コート 
                     」 

に改める。 

 別表第５中 

「 

テニスコート １月４日～１

２月２７日 

１月４日～１

２月２７日 

  

                                  」 

を 

「 

テニスコート １月４日～１

２月２７日 

１月４日～１

２月２７日 

  

パデルコート １月４日～１

２月２７日 

   

                                  」 



に改める。 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の京田辺市都市公園条例の規定による有料公園施設

の使用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことがで

きる。 







京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

（有料公園施設の使用期間及び時間） （有料公園施設の使用期間及び時間）  

第１３条 （略） 第１３条 （略）  

２ 有料公園施設の使用時間は、次に定めるとおりとし、該当使用時間の区分は、別

表第６による。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

２ 有料公園施設の使用時間は、次に定めるとおりとし、該当使用時間の区分は、別

表第６による。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

 

（１） 田辺公園 （１） 田辺公園  

ア 野球場、テニスコート、パデルコート及び多目的運動広場 ４時間以内 ア 野球場、テニスコート及び多目的運動広場 ４時間以内 有料公園施設の

追加 イ～エ （略）  イ～エ （略）  

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

３ （略） ３ （略）  

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係）  

（１）及び（２） （略） （１）及び（２） （略）  

（３） 有料公園施設を使用する場合 （３） 有料公園施設を使用する場合  

ア 有料公園施設のうち、防賀川公園、田辺公園プール及び田辺公園拡張整備区

域を除く施設 

ア 有料公園施設のうち、防賀川公園、田辺公園プール及び田辺公園拡張整備区

域を除く施設 

有料公園施設の

使用料の追加 

公園名 施設名 使用単位 使用時間 使用日 金額（円） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

田辺公

園 

野球場 １面 ２時間 平日（昼間） ２，４００

平日（夜間） ３，９００

土・日・休日

（昼間） 

３，６００

土・日・休日

（夜間） 

５，１００

野球場本部席 １室 全日 ５００

テニスコート １面 平日（昼間） １，３２０

平日（夜間） １，８２０

土・日・休日

（昼間） 

１，６５０

土・日・休日

（夜間） 

２，１５０

パデルコート １面 平日（昼間） １，７６０

平日（夜間） ２，２６０

土・日・休日

（昼間） 

２，２００

公園名 施設名 使用単位 使用時間 使用日 金額（円） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

田辺公

園 

野球場 １面 ２時間 平日（昼間） ２，４００

平日（夜間） ３，９００

土・日・休日

（昼間） 

３，６００

土・日・休日

（夜間） 

５，１００

野球場本部席 １室 全日 ５００

テニスコート １面 平日（昼間） １，３２０

平日（夜間） １，８２０

土・日・休日

（昼間） 

１，６５０

土・日・休日

（夜間） 

 

 

 

 

２，１５０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

    土・日・休日

（夜間） 

２，７００

多目的運動広場 全面 平日 ５００

土・日・休日 ７００

１／２ 平日 ２５０

土・日・休日 ３５０

（略

） 

（略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 
 

 

 

多目的運動広場 全面 平日 ５００

土・日・休日 ７００

１／２ 平日 ２５０

土・日・休日 ３５０

 （略

） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 
 

イ～エ （略） イ～エ （略）  

（４） （略） （４） （略）  

備考 備考  

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）  

（６） 田辺公園野球場、テニスコート及びパデルコート並びに防賀川公園第１

コート及び第２コートの使用料は、照明使用料を含む額とする。 

（６） 田辺公園野球場及びテニスコート並びに防賀川公園第１コート及び第２

コートの使用料は、照明使用料を含む額とする。 

有料公園施設の

追加 

（７）～（１４） （略） （７）～（１４） （略）  

別表第３（第１１条関係） 別表第３（第１１条関係）  

範囲 施設 減免率 

（１） 京田辺市又は京田辺市教育委員会の主

催する事業 

（２） 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後

援により、特定非営利活動法人京田辺市

スポーツ協会が主催する事業 

（３） 区又は自治会の主催する事業 

（４） 市立の小、中学校が教育活動として行

う事業又は市立の教育・保育施設が教

育・保育活動として行う事業 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

パデルコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区域

管理棟多目的室 

田辺公園拡張整備区域

芝生広場 

田辺公園拡張整備区域

砂場 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

１０割 

（１） 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後

援による事業 

野球場 

多目的運動広場 

５割 

範囲 施設 減免率 

（１） 京田辺市又は京田辺市教育委員会の主

催する事業 

（２） 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後

援により、特定非営利活動法人京田辺市

スポーツ協会が主催する事業 

（３） 区又は自治会の主催する事業 

（４） 市立の小、中学校が教育活動として行

う事業又は市立の教育・保育施設が教

育・保育活動として行う事業 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区域

管理棟多目的室 

田辺公園拡張整備区域

芝生広場 

田辺公園拡張整備区域

砂場 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

 

１０割 

（１） 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後

援による事業 

野球場 

多目的運動広場 

５割 

有料公園施設の

追加 



京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

（２） 特定非営利活動法人京田辺市スポーツ

協会の主催する事業 

（３） 京田辺市内の市立以外の小、中、高等

学校が教育活動として行う事業、市立以

外の教育・保育施設が教育・保育活動と

して行う事業又は市立以外の小規模保育

事業所が保育活動として行う事業 

テニスコート 

パデルコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区域

管理棟多目的室 

田辺公園拡張整備区域

芝生広場 

田辺公園拡張整備区域

砂場 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

（１） その他市長が特別の理由があると認め

る事業 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

パデルコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区域

管理棟多目的室 

田辺公園拡張整備区域

芝生広場 

田辺公園拡張整備区域

砂場 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

５～１

０割 

 

（２） 特定非営利活動法人京田辺市スポーツ

協会の主催する事業 

（３） 京田辺市内の市立以外の小、中、高等

学校が教育活動として行う事業、市立以

外の教育・保育施設が教育・保育活動と

して行う事業又は市立以外の小規模保育

事業所が保育活動として行う事業 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区域

管理棟多目的室 

田辺公園拡張整備区域

芝生広場 

田辺公園拡張整備区域

砂場 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

 

（１） その他市長が特別の理由があると認め

る事業 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区域

管理棟多目的室 

田辺公園拡張整備区域

芝生広場 

田辺公園拡張整備区域

砂場 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

５～１

０割 

 

別表第５（第１３条関係） 別表第５（第１３条関係）  

公園名

区分 

田辺公園 田辺木津川運

動公園 

草内木津川運

動公園 

防賀川公園 

（略） （略） （略） （略） （略） 

テニスコート １月４日～１

２月２７日 

１月４日～１

２月２７日 

    

パデルコート １月４日～１

２月２７日 

      

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

公園名

区分 

田辺公園 田辺木津川運

動公園 

草内木津川運

動公園 

防賀川公園 

（略） （略） （略） （略） （略） 

テニスコート １月４日～１

２月２７日 

１月４日～１

２月２７日 

    

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

有料公園施設の

追加 


